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○鴫立庵の設置、管理等に関する条例施行規則 

昭和62年４月１日大磯町規則第２号 

改正 

平成元年２月28日規則第３号 

平成11年９月30日規則第18号 

平成27年４月１日規則第17号 

鴫立庵の設置、管理等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鴫立庵の設置、管理等に関する条例（昭和62年大磯町条例第６号。以下「条例」

という。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の公募） 

第２条 町長は、条例第３条の規定により指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の

２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）を指定しようとするときは、対象となる事業

者を公募するものとする。ただし、特別の事由があると認められるときは、この限りでない。 

（指定管理者の指定の申請書類） 

第３条 条例第５条第２項の規則で定める申請書は、鴫立庵指定管理者指定申請書（第１号様式）と

する。 

２ 条例第５条第２項の規則で定める書類は、次のとおりとする。 

(１) 事業計画書 

(２) 鴫立庵の管理に係る収支計画書 

(３) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

(４) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

(５) 申請の日の属する事業年度の前年度における経営状況を説明する書類 

(６) 申請の日の属する事業年度の前年度における事業内容を説明する書類 

(７) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（事業報告書に定める事項等） 

第４条 条例第９条の規則で定める日は、４月30日とする。 

２ 条例第９条の規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 指定管理業務の実施状況及び利用状況 

(２) 指定管理業務に係る経費等の収支状況 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（開庵時間） 

第５条 鴫立庵の開庵時間は、午前９時から午後４時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて同項

に規定する開庵時間を変更することができる。 

（休庵日） 

第６条 鴫立庵の休庵日は、毎年12月29日から翌年１月３日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて同項

に規定する休庵日を変更することができる。 

（利用及び入庵の申請） 

第７条 条例第12条の規定により利用の承認を得ようとするものは、鴫立庵利用申請書（第２号様式）

により指定管理者に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請の期間は、その利用しようとする日（以下「利用日」という。）の属する

月の２か月前の月の初日から利用日の７日前までとする。ただし、指定管理者が相当の理由がある

と認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項の規定による申請の受付時間は、午前９時から午後４時までとする。 

４ 条例第14条の規定により入庵の承認を得ようとするものは、入庵の際、口頭により指定管理者に

申請しなければならない。 

（利用及び入庵の承認） 
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第８条 指定管理者は、前条第１項の規定による申請があった場合において、その利用を承認すると

きは鴫立庵利用承認通知書（第３号様式）により、その利用を承認しないときはその旨を書面によ

り申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により利用の承認を受けた者が、その後において利用の取りやめ又は利用の変更をし

ようとするときは、速やかに指定管理者にその旨を申し出なければならない。 

３ 条例第14条の入庵の承認は、入庵料の収納をもってなされたものとみなす。 

（利用の承認の取消し） 

第９条 指定管理者は、条例第13条の規定により条例第12条第１項の規定による利用の承認を取り消

すときは、鴫立庵利用承認取消通知書（第４号様式）により当該利用の承認を受けた者に通知する

ものとする。 

（利用の時間） 

第10条 条例第12条第１項の規定による利用の時間は、午前９時から午後４時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて同項

に規定する利用の時間を変更することができる。 

（利用料金の減免） 

第11条 条例第16条に規定する町長が利用料金を減額し、又は免除することを承認する場合及びその

額は、次のとおりとする。 

(１) 町、神奈川県又は国が公用のために利用する場合 免除 

(２) 町との共催による行事等で利用する場合 利用料金の２分の１に相当する額の減額 

(３) 前２号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が定める額の減額又は免除 

２ 利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、条例第12条第１項の規定による利用の場合に

あっては第７条第１項の規定による申請の際に、入庵の場合にあっては入庵する日の７日前までに

鴫立庵利用料金減免申請書（第５号様式）により指定管理者に申請しなければならない。 

（利用料金の還付） 

第12条 条例第17条に規定する町長が利用料金の全部又は一部を還付することを承認する場合は、次

のとおりとする。 

(１) 条例第13条に規定する施設利用者又は条例第14条に規定する入庵者の責めによらない理由に

より利用することができなくなったとき。 

(２) 利用日の３日前までに第８条第２項の規定による利用の取りやめの申出があった場合におい

て、町長が特別な理由があると認めたとき。 

２ 条例第17条の規定により施設利用者が利用料金の還付を受けようとするときは、鴫立庵利用料金

還付申請書（第６号様式）により指定管理者に申請しなければならない。 

（町長による管理運営） 

第13条 条例第18条に規定する町長が鴫立庵の運営管理を行うときの条例の技術的読替えは、次の表

のとおりとする。 

読み替える条例の規定 読替え前 読替え後 

第12条（見出しを含む。）、第13条（見出しを含む。）

及び第15条 

利用 使用 

第12条（見出しを含む。）、第13条（見出しを含む。）、

第14条（見出しを含む。）及び第15条（第２項を除く。） 

承認 許可 

第12条から第14条まで、第15条（第２項を除く。）、第

16条及び第17条 

指定管理者 町長 

第13条、第15条及び別表第１ 施設利用者 施設使用者 

第15条（見出しを含む。）、第16条（見出しを含む。）

及び第17条（見出しを含む。） 

利用料金 使用料 

第15条 入庵に係る料金 入庵料 

第15条 の範囲内で、指定管理

者が町長の承認を得

て定める。 

とする。 



3/9 

第16条及び第17条 町長の承認を得て 規則で 

２ 町長が鴫立庵の運営管理を行うときのこの規則の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 

読み替える規則の規定 読替え前 読替え後 

第５条から第12条まで 指定管理者 町長 

第５条、第６条及び第10条 必要があると認める

ときは、町長の承認を

受けて 

必要があると認 

めるときは 

 

第７条（見出しを含む。）、第８条（見出しを含む。）、

第９条（見出しを含む。）、第10条（見出しを含む。）、

第11条、第12条及び第２号様式から第６号様式まで 

利用 使用 

第７条、第８条（見出しを含む。）、第９条（見出しを

含む。）及び第２号様式から第４号様式まで 

承認 許可 

第７条、第２号様式及び第５号様式 鴫立庵利用申請書 鴫立庵使用申請書 

第８条及び第３号様式 鴫立庵利用承認通知

書 

鴫立庵使用許可書 

第９条及び第４号様式 鴫立庵利用承認取消

通知書 

鴫立庵使用許可取消

通知書 

第11条（見出しを含む。）、第12条（見出しを含む。）、

第２号様式及び第３号様式 

利用料金 使用料 

第11条及び第５号様式 鴫立庵利用料金減免

申請書 

鴫立庵使用料減免申

請書 

第12条及び第６号様式 鴫立庵利用料金還付

申請書 

鴫立庵使用料還付申

請書 

第12条 施設利用者 施設使用者 

第２号様式から第６号様式まで 指定管理者 大磯町長 

第５号様式及び第６号様式 施設の利用に係る料

金 

使用料 

第５号様式 入庵に係る料金 入庵料 

（補則） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年２月28日規則第３号） 

この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年９月30日規則第18号） 

この規則は、平成11年10月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成27年４月１日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鴫立庵の設置、管理等に関する条例施行規則の

規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の鴫立庵の設置、管理等に関する条例施

行規則（以下「新規則」という。）の相当規定によってなされたものとみなす。 

（準備行為） 

３ 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、新規則の例により行うこ

とができる。 

第１号様式（第３条関係） 
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第２号様式（第７条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第９条関係） 
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第５号様式（第11条関係） 
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第６号様式（第12条関係） 
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